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令和６年５月２８日 

 

まちづくり委員会資料 

 

令和６年第２回定例会提出予定議案の説明 

 

議案第１００号 

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 

資料 １  川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 改正概要 

資料 ２  川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

参考資料  事務所の移転概要 
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川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 改正概要 

 

１ 川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の概要 

この条例は土地区画整理法に基づき、本市が施行する登戸地区の土地区画整理事業に関し、土地区画整理事業の名称、施行地区に含まれる

地域の名称、土地区画整理事業の範囲、事務所の所在地その他必要な事項を定めるもの。 
 

２ 川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業 

登戸地区は、都心部から至近距離にあり、昭和 40 年代から急激な人口集中が始まる中で、急速に市街化が進行したことにより、防災や生

活環境に係る大きな課題を抱えていた。これらの課題を解決するため、公共施設の整備による防災性の向上や生活環境の改善を目的として、

昭和 63 年より事業を進めており、令和 7 年度の基盤整備完了に向けて、事業を推進しているところである。 
 

３ 改正理由 

現事務所の所在地に登戸２号街区公園を整備することに伴い、事務所の所在地を変更するもの 
 

４ 新事務所の概要 

（１）所在地   川崎市多摩区登戸１８９１番地１ 
         （４階建ての４階部分） 
（２）面積    ２２５．３９㎡ 
（３）契約方法  定期建物賃貸借契約 

 

５ 移転の予定時期 

令和６年９月 
 
６ 施行期日   

規則で定める日から施行

資料１ 
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川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改正後 改正前 
川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例 

昭和 63 年６月 27 日条例第 25 号 

（事務所の所在地） 

第６条 事業の事務所の所在地は、川崎市多摩区登戸 1,891 番地１とする。 

 

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例 

昭和 63 年６月 27 日条例第 25 号 

（事務所の所在地） 

第６条 事業の事務所の所在地は、川崎市多摩区登戸 2,202 番地１とする。 

 

 

資料２ 
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事務所の移転概要 

 

１ 新事務所の外観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 周知について 

 ・６月下旬 ＨＰにて情報提供 
 ・７月中旬 町内会や商店街等を通して周知の依頼 
 ・８月上旬 まちづくりニュース（権利者向け広報紙）にて情報提供 

参考資料 


